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東小学校６年

古藤舞洋さんの
作品です
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小島 英雄 議員
（こじま ひでお）
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議会広報特別委員

趣味：将棋有段者・散策
特技：様々な国家資格を活かすこと
座右の銘：行雲流水

　今回当選させていただき皆様には感謝しかありません。辞職した後、一
切町政に関わらないと暮らしてきました。しかし、町民有志の方々からの
誘いで決断しました。町民のために頑張ってまいります。

小椋 正子 議員
（おぐら まさこ）

趣味：食べ歩き
特技：特になし
座右の銘：桜梅桃李

　この度、女性の目線で、母親の目線で、貴方の目線でお役に立ちたいと
考え、立候補させていただきました。魅力ある町づくりのため、頑張ってい
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

倉内 貴成 議員
（くらうち たかなり）

趣味：バスケ・サッカー・読書・哲学・文化芸術・子供と遊ぶこと
特技：新たなことに挑戦すること
座右の銘：やらぬ後悔より、やる後悔

　皆様に期待していただいた、「岐南町に本気の政治を」行うべく、
広い視野をもって精一杯取り組んでいきます。３４歳、若輩者ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。
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常任委員会で条例案の審査を行いました

使用料の見直しは、外部有識者会議で議論しまし
た。周辺市町との比較もしました。施設の管理運
営費がこの10年で約３割上昇していることから、
一律３割の値上げをお願いするものです。

A
体育施設は町民の健康維持に
関わっているため、施設使用料
をもう少し抑えられないか？

Q

本町も人口減少社会を迎え、今ある施設の全て
を維持し続けることは困難と考えています。施設
の利用状況や住民意識調査の結果などを踏ま
え、公共施設のあり方を検討していきます。

A

施設の老朽化に伴う維持管
理やメンテナンスなど、今後
の施設のあり方をどのように
考えているか？

Q

面整備工事は96％まで進んでおり、令和17年度までに完了
する計画です。災害対策として、300基以上あるマンホール
の耐震化工事を実施していきます。

A
今後必要となる下水道工事は、どのよ
うなものがあるか？Q

料金改定を行わないとこれから毎年度４千万円から
５千万円の赤字となり、世帯の水道料金は、２か月
40ｍ3の使用で５年後には40％のアップ、10年後に
は290％のアップになります。

A
料金改定を行わない場合
の、水道事業会計の収支シ
ミュレーションの結果は？

Q

学識経験を有する者として３人の大学教授、監査
委員、受益者として３人の女性に委嘱しました。A

上下水道の経営審議会は、
どのようなメンバーで組織
されているのか？

Q

あいさつ・委員会構成常任委員会

　みなさん、新年あけましておめでとうございます。希望あ
ふれる新春を健やかにお迎えのことと思います。旧年中は
議会活動にご理解をいただき、ありがとうございました。
　さて、年の初めにあたり私たち岐南町議会は、みなさん
との「信」を築く１年にしたいと、決意を新たにしています。
「信」には、「信用」と「信頼」の二つがあると思います。まず、
約束を守る、情報を公開するといった行動で、一つひとつの
「信用」をいただきます。そして、その地道な積み重ねの先
に、「この議会なら、未来を任せられる」という「信頼」が生ま
れると、私たちは信じています。そのための大切な一歩とし
て、今年は『議会報告会』を始めます。これは、私たちが直接
みなさんの前に立ち、議会のことをお話しし、そしてみなさんの声を聴かせていただく「対話の場」です。
　「信用」を積み重ね、「信頼」していただける議会へ。
　みなさんの暮らしがより良くなるよう、議員一同、全力で取り組んでまいります。この１年が、みなさんに
とって素晴らしい年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

議 長
加藤　雅浩

副 議 長
長谷川　淳

　委員会とは、議会内部に複数の組織を設け、各組織における分担を決め審査をすることで、議会を
能率的・効果的に運営するために設置されている審査機関のことです。

常任委員会 総務基盤委員会・福祉教育委員会のいずれかに議員は所属します。

広報特別委員会 議会情報を各家庭にお届けするために「議会だより」を年４回発行しています。

監　　査 財務事務が適正に執行されているかチェックします。

議会運営委員会 議会が公正円滑に運営されるよう協議し、議長の諮問に応じるほか、議案・
請願・陳情などの常任委員会への振り分けを審議します。

総務基盤委員会 総合政策部・総務部・基盤整備部・会計室等の所管に属する事項を担当
委員長

渡 邉 憲 司
副委員長

長 谷 川 淳
委員

小 島 英 雄
委員

三 宅 祐 司
委員

倉 内 貴 成

福祉教育委員会 こども未来部・健康福祉部・住民部・教育委員会の所管に属する事項を担当
委員長

松 本 暁 大
副委員長

廣 瀬 恵 理 子
委員

加 藤 雅 浩
委員

松 原 浩 二
委員

小 椋 正 子

議会運営委員会
委員長

松 原 浩 二
副委員長

廣 瀬 恵 理 子
委員

渡 邉 憲 司
委員

松 本 暁 大

議会広報特別委員会
委員長

廣 瀬 恵 理 子
副委員長

松 本 暁 大
委員

長 谷 川 淳
委員

小 椋 正 子

委員
三 宅 祐 司

委員
倉 内 貴 成

監　　査

議長・副議長 就任のあいさつ

総 務 基 盤 委 員 会
議案第47号「岐南町水道事業給水条例の一部を改正する条例」

福 祉 教 育 委 員 会
議案第45号

「岐南町公共施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例」

議案第48号「岐南町下水道条例の一部を改正する条例」
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THE GINAN TOWN COUNCIL

未来のまちづくりへ ～ 昨年度の決算審査を行いました ～

令和６年度決算認定報告
　議会は、昨年度の予算が正しく執行されたかを審査するとともに、各種資料に基づ
き、「行政サービスや経済活動にどのような効果をもたらしたか」を、住民の皆さまの
代表として評価しました。
　決算認定は、昨年度の成果と課題を明らかにし、今年度以降の予算編成や行政の
取り組みに活かすための、極めて重要なプロセスです。

　この委員会で明らかになった「成果」と「課題」を、これからの予算編成や、より良いま
ちづくりに活かされるよう、議会は行政への監視と提言を続けてまいります。
　ぜひ今後の議会の活動にもご注目ください。
※紙面の都合上、質疑は一部のみの掲載となっています

一般会計歳入歳出決算

下水道事業会計決算

Ｑ 歳入のうち町税について、不納欠損の原因と対策は？

A
事業の不振、生活保護、病気など、資力の回復が見込めない案件を
不納欠損としています。納税勧奨の後、滞納者に対しては財産調査、
差し押さえを行い、不納欠損としないよう努めています。

Ｑ 繰り越しを控除した実質収支は、どうなっているか？

A
繰越金１億3910万円を繰り入れしており、実質収支は約1750万円の
赤字です。保健事業を推進し、医療費の増大を抑えていきたいと考え
ています。

Ｑ 下水道事業経営の安定化のための方策は？

A
国の補助金は減額されています。一般会計からの繰り入れに過度に頼
ることなく、安定した収入を確保するため、使用料の改定をお願いす
るものです。

Ｑ 特定健診の受診率を向上させるための取組みは？

A ＡＩを活用した受診勧奨や、集団検診の実施時期の見直しなどを行いま
した。

Ｑ

A
コンビニ交付の８月の利用率は、当初見込みの15パーセントを上回る
24.3パーセントであり、窓口全体では、待ち時間が短縮されていると
思われます。

住民票などのコンビニ交付導入について、役場窓口の混雑解消などの
効果は表れているか？

Ｑ ごみの不法投棄の監視パトロールについて、業者委託は必要か？

A
環境美化監視員のなり手不足、ごみ有料化による不法投棄の増加も懸
念されることから、委託は必要であると考えます。
委託業務には雑草が繁茂している場所の調査が含まれています。

Ｑ 中学校部活動の地域移行が進む中、指導者は足りているか？

A 美術部以外の16の部活動に、外部指導者を充てることができてい
ます。

Ｑ 大雨に備え、除草などの排水路整備は適切に行われているか？

A 草木が排水の妨げにならないよう、できる限り早く処理しています。
予算を確保し、優先順位をつけて対応しています。

＊不納欠損とは回収不可能になってしまった税金のこと

羽島郡二町教育委員会特別会計歳入歳出決算

国民健康保険特別会計歳入歳出決算

ぎなん議会だより　第60号ぎなん議会だより　第60号 45



松本議員

～ 定 例 会 で の 質 疑 ・ 討 論 ～

定例会質疑・討論定例会質疑・討論

　質 疑 【第49号 令和7年度 一般会計補正予算 】

  討 論 【第45号 公共施設使用料等の条例改正 】

先日、江崎知事に岐南中学生と一緒に給食を食べて
いただき、無償であっても味も量も充分満足できる状
態にあるとお話をいただきました。生徒には「お弁当
と給食、どちらが好きですか」との質問に対して、「給
食が好きだ」とみんな答えていました。（町長）

A

この補正予算におきましては国の補助金を含め、給食
のエネルギー充足率を100％とするべく計上してい
ます。物価高騰の中ではありますが、この充足率が
100％となるような給食となるよう、日々、給食セン
ターでは頑張っています。（こども未来部長）

A

学校給食費助成金につ
いて、これは子どもたち
に十分な給食を提供する
ために行われている事業
である。保護者から一人
当たりの分量や質が悪い
という声が多くあった。子
どもたちに十分な栄養摂
取ができるような形に
なっているのか。

Q

業務等委託料265万の内訳としては、機器選定・図面作
成・仕様書を作成し、それに基づいて工事費を算出しま
す。ですので、工事費についてはこれからになります。尚、
この工事費については来年度の新年度予算で計上する予
定です。（住民部長）

A

町民センターやその施設は防衛相の補助
金を活用しており、財産を処分する際には
その制限があり、手続きが必要となりま
す。防衛支局と協議を進めてきましたが費
用が高額であり、補助金の活用を検討しま
したが工事完了までに最短で３年はかかり
ます。現在、２階の空調機器は正常に作動
していることから、１階のみを改修すること
で承諾を得られましたので計上しました。
もちろん基金を活用するということも検
討しましたが、費用の額から一般財源で対
応するという判断をしました。（住民部長）

A

防災コミュニティーセンターの空調設備改修に
おける設計業務等委託料265万円について、設
計の概要・仕様書・図面目録などが出ていない。
工事費として3,000万近くかかると思われる工事
であり、ただ金額だけを出して承認してくれでは
納得いかないが。

Q

平島町民センターの改修工事608万円
について。令和６年の夏前にはエアコン
が壊れていたと認識しているが、私自身
や地元からも早期修繕のお話をさせて
いただいていました。今回の補正で計上
ということで、既に1年以上経過してい
る。なぜここまで時間がかかったのか。
費用の面が影響していると思うが、施設
の建設にあたっては維持管理の面も考
えていかなければならない。こういった
場合に基金などで対応されてもと考え
るが、活用を検討されたのか。

Q

松原議員

管理運営費の増加は確かに理解できるが、住民生活においては物価高騰の影響もあり、
町としてできるだけ配慮していただきたい。隣の笠松町と比べても高いところがある。利
用料については元々、全てを利用者の負担で賄えているものではなく、せめて近隣市町
と同等にしてほしいとの町民のご意見に沿うべく、改正に反対します。

  討 論 【第47号 水道事業給水条例の一部改正 】

水道管の耐用年数は約40年ではあるが、この修繕維持費を水道料金で全ては賄えない。
一般会計から出すんです。独立採算ではありますが、これも元を正せば町から出ている。
だから、別に町から出しても不思議なことではない。これもインフラ整備と捉えれば、道路
修繕などと同じことです。水は住民生活に無くてはならないもの。独立採算と言えど岐南
町独自で判断できる。上げるも下げるも自由。今、上げる時なのか。

松本議員

料金改定に反対しているのではなく、上げ方に問題がある。令和８年度はごみ有料化や施
設利用料の値上げがあり、物価高騰、賃金もまだ上がってこない中で更に負担を増やす
ことはどうなのか。下水道と違い、上水道の収支を見るに、今すぐ上げなければならない
状況ではない。段階的に上げていくべきであり、一度に19％上げるという内容には反対。

廣瀬議員

使用料は10年間据え置かれており、経費は大きく上昇しています。今回の改正は、使用し
ていない町民にご負担を強いることを避ける意味でも重要であると思います。受益者負
担の原則においても、利用者が負担をすることが適正な在り方です。理事者側の説明は
改正の妥当性・公平性・必要性を理解するのに十分なものであります。

「地方自治法244条 公の施設は福祉を目的とする」とある。この度の値上げは利用者の
利用にブレーキをかけ、活動の停滞に繋がる懸念がある。負担できる住民のみが利用で
き、負担できない住民は利用できないという格差社会ができないか懸念する。全国的な
値上げの風潮に追随した感がある。負担を強いるのではなく、今は福祉の増進を向上す
るべきではないか。その後、住民生活の実態を見極めた上で判断しても決して遅くない。

渡邉議員

夕張市のように岐南町がつぶれてはいけないと考えており、世間的には皆さんが値上が
りで苦しんでいることは分かりますが、岐南町としても値上げをしていかなければ、今後
大変な時期に入っていくと考えています。また、徐々に上げていくことで住民負担は少な
く感じると思いますので、そこのところを考えて、私は賛成します。

三宅議員

町の公共サービスを維持するには先延ばしにはできない、緊急の措置です。現行料金を
維持した場合、10年後には資金が枯渇します。これを先延ばしにする、目先の負担増を避
けることは安易な選択であり、将来の住民に対し負担を強いる無責任な行為に他なりま
せん。今、健全化に舵を切るべきであると思います。

長谷川議員

持続可能な財政を維持していくために、十二分に検討・検証された料金設定であると理
解できます。未来に向けた料金設定であり、これは致し方ない。国の独立採算制導入の趣
旨に基づいたものであり、一般会計に頼らない、町はその理念を守って企業会計を進め
ていく意思表示でもあります。何も問題ありません。ただ、住民負担が上がってしまうとい
う懸念はあるわけで、住民税非課税世帯の減免措置であったり、広報の為の住民説明会
ではなく、住民の声を真摯に聞いて反映していくという趣旨の説明会開催を要望し、賛成
します。

小島議員

小島議員

小島議員
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渡
邉
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司

　

松
原

　浩
二

　

三
宅

　祐
司

　

松
本

　暁
大

　

長
谷
川

　淳

　

廣
瀬
恵
理
子

　

小
椋

　正
子

　

倉
内

　貴
成

　
議案第 42 号

岐南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の一部を改正する条例について

可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 43 号 岐南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 44 号 岐南町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
について 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 45 号 岐南町公共施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整理に関
する条例について 可決 ● - 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 46 号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
整理に関する条例について 可決 ● - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 47 号 岐南町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 可決 ● - 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇

議案第 48 号 岐南町下水道条例の一部を改正する条例について 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 49 号 令和7年度岐南町一般会計補正予算 可決 ● - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 50 号 令和7年度岐南町国民健康保険特別会計補正予算 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 51 号 令和7年度岐南町後期高齢者医療特別会計補正予算 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 52 号 岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議について 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 53 号 岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継
等に関する協議について 可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 54 号
岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数
の減少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関す
る協議について

可決 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 1 号 令和6年度岐南町一般会計歳入歳出決算の認定について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 2 号 令和6年度岐南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 3 号 令和6年度岐南町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 4 号 令和6年度岐南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認
定について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 5 号 令和6年度羽島郡二町教育委員会特別会計歳入歳出決算の認
定について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 6 号 令和6年度岐南町水道事業会計決算の認定について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

認定第 7 号 令和6年度岐南町下水道事業会計決算の認定について 認定 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

同意第 3 号 岐南町固定資産評価審査委員会委員の選任について 同意 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

諮問第 1 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 適任 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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。
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一般質問の全容は
　　　　　を
ご覧ください

一般質問

10月定例会ではこんなことが決まりました
賛成＝〇　反対＝●（※議長は採決に加わりません）

議案の詳細につきましては、岐南町ホームページ「提出議案」ページをご覧ください。

▲提出議案
　ページは
　こちら
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具
体
的
な
対
策
は

教
育
長
　服
務
規
律
の
徹
底
を
発
出

７月１７日大雨時の中学校のグラウンド
自動運転が変える未来決断の羅針盤はどこに

子
ど
も
た
ち
と
教
職
員
を

守
る
学
校
環
境

巡
回
バ
ス
の
将
来
方
針
の

明
示
を
問
う

す
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
、
児
童
生
徒
や

保
護
者
に
誤
解
を
受
け
た
り
疑
念
を
持

た
れ
た
り
す
る
よ
う
な
言
動
は
厳
に
慎
む

よ
う
指
導
し
ま
し
た
。
７
・
８
月
の
不

祥
事
根
絶
に
向
け
て
の
重
点
項
目
「
自

分
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
不
適
切
な

行
為
の
禁
止
」
に
つ
い
て
、
全
職
員
を
対

象
と
し
た
「
自
己
を
見
つ
め
る
」
点
検

を
実
施
し
ま
し
た
。

（
教
育
長
）
ま
ず
は
学
校
運
営
協

議
会
の
場
に
お
い
て
、
地
域
・
家

庭
の
代
表
の
皆
様
に
周
知
を
図
っ
て
い
き

ま
す
。

A
（
教
育
長
）
現
在
、
岐
阜
県
教
育

委
員
会
で
は
教
論
及
び
県
を
窓
口

に
し
た
講
師
の
採
用
時
に
、
法
の
施
行
に

先
立
ち
、
令
和
５
年
４
月
よ
り
運
用
開

始
し
た
「
特
定
免
許
状
失
効
者
等
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
に
お
い
て
身
元
を
確
認
し
て

い
ま
す
。
ま
た
羽
島
郡
二
町
も
、
羽
島

郡
二
町
教
育
委
員
会
を
窓
口
に
し
て
採

用
す
る
講
師
及
び
学
校
関
係
職
員
「
特

定
免
許
状
失
効
者

等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

を
活
用
し
確
認
を

し
て
い
ま
す
。

A Q
対
策
さ
れ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
周

知
す
る
の
か
。

Q
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
を
取
り
入
れ
る
考
え

は
。

（
教
育
長
）
羽
島
郡
二
町
教
育
委

員
会
の
一
刻
も
早
く
対
応
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
判
断
と
責
任
に
お
い
て
、

７
月
１
日
付
け
で
「
服
務
規
程
の
徹
底

に
つ
い
て（
指
導
依
頼
）」
を
発
出
し
ま
し

た
。 A

（
教
育
長
）
児
童
生
徒
の
写
真
を

撮
影
す
る
際
は
声
を
か
け
、
確
認

A Q
名
古
屋
市
で
の
出
来
事
を
き
っ
か
け

に
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
が
行
わ
れ

た
か
。

Q
今
ま
で
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対

策
を
し
て
い
る
か
。

異
常
気
象
の
影
響
か
ら

考
え
る
今
後

（
基
盤
整
備
部
長
）
町
が
定
期
的

に
実
施
し
て
い
る
道
路
敷
の
草
刈

り
は
こ
れ
ま
で
年
２
回
実
施
で
し
た
が
、

今
年
度
よ
り
雑
草
が
多
い
箇
所
に
つ
い
て

も
住
民
か
ら
の
要
望
や
建
設
課
の
実
施

す
る
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
を
踏
ま
え

て
追
加
す
る
見
直
し
を
行
って
い
ま
す
。

A
（
基
盤
整
備
部
長
）
道
路
管
理
者

と
し
て
豪
雨
に
よ
る
冠
水
の
危
険

性
が
予
見
さ
れ
る
場
合
の
パ
ト
ロ
ー
ル

は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
及
び
過
去
の
浸
水

実
績
等
か
ら
道
路
冠
水
が
発
生
す
る
恐

れ
の
あ
る
箇
所
を
地
図
上
に
落
と
し
込

み
、
パ
ト
ロ
ー
ル
職
員
が
把
握
で
き
る
よ

う
に
整
え
て
い
ま
す
。

A
（
基
盤
整
備
部
長
）
簡
単
か
つ
正

確
に
情
報
を
共
有
で
き
る
こ
と
を

目
的
に
「
道
路
等
不
具
合
通
報
シ
ス
テ

ム
」
の
運
用
を
令
和
５
年
６
月
よ
り
開

A Q
現
在
２
回
の
除
草
回
数
を
増
や
す
こ

と
や
必
要
に
応
じ
て
対
応
を
見
直
す

考
え
は
あ
る
か
。

Q
大
雨
に
よ
る
道
路
の
冠
水
が
増
え
て

い
る
が
危
険
個
所
の
現
状
把
握
は
行

わ
れ
て
い
る
か
。

Q
町
民
と
の
情
報
共
有
は
ど
の
よ
う
に

す
る
の
か
。

（
教
育
長
）
今
後
の
対
応
と
し
て

２
点
考
え
て
い
ま
す
。①
今
回
の

経
験
か
ら
、
冠
水
す
る
具
体
的
な
雨
量

が
見
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、
雨
雲
レ
ー

ダ
ー
や
天
気
予
報
等
を
も
と
に
早
め
の

決
断
を
し
て
対
応
す
る
こ
と
で
す
。

②
引
き
渡
し
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た

場
合
は
、
学
校
待
機
の
措
置
も
あ
り
得

ま
す
。
深
夜
に
及
ぶ
可
能
性
も
あ
る
こ

と
か
ら
簡
易
食
等
を
備
蓄
し
て
お
く
こ

と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

始
し
ま
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
位
置
情

報
や
写
真
を
交
え
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

簡
単
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

利
便
性
や
情
報
の
正
確
性
に
優
れ
て
い

ま
す
。

A Q
水
害
時
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
は

貯
留
機
能
が
あ
り
、
引
き
渡
し
場

所
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な

対
応
を
考
え
て
い
る
か
。

廣瀬 恵理子 議員
ひろせ えりこ

Q
以
下
３
点
の
試
算
と
そ
の
結
果
を
い

つ
ま
で
に
示
す
の
か
、
明
確
に
お
答

え
く
だ
さ
い
。①
廃
止
を
想
定
し
た
場
合
の

試
算
（
バ
ス
事
業
者
へ
の
補
償
額
や
債
務
負

担
残
額
を
含
む
財
務
的
負
担
）②
継
続
（
改

善
・
改
革
）
を
想
定
し
た
場
合
の
試
算
（
総

費
用
お
よ
び
費
用
対
効
果
の
試
算
）③
現
行

の
ま
ま
継
続
を
想
定
し
た
場
合
の
試
算

Q
行
政
は
現
行
契
約
満
了
の
わ
ず
か
１

年
前
に
「
結
果
を
ま
と
め
る
」
と
示

唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

は
物
理
的
な
準
備
期
間
の
不
足
を
意
図
的

に
作
り
出
し
、「
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
時

間
切
れ
で
不
可
能
」
と
結
論
付
け
、
巡
回

バ
ス
の
「
自
然
消
滅
」
を
目
的
と
し
た
戦

略
的
遅
延
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
認
め

る
か
、
否
定
さ
れ
る
か
。

Q
「
巡
回
方
式
は
非
効
率
で
継
続
し
な

い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
代
案
と

し
て
、
笠
松
駅
直
行
バ
ス
な
ど
の
効
果
を
検

証
し
、
実
証
運
行（
最
低
３
か
月
間
）に
必

要
な
予
算
を
次
年
度
予
算
編
成
に
最
優
先

事
項
と
し
て
盛
り
込
む
こ
と
を
執
行
方
針

と
し
て
断
言
で
き
る
か
。

ま
せ
ん
の
で
プ
ロ
セ
ス
を
積
み
重
ね
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

改
善
改
革
の
実
証
予
算
の
確
保

部
長
　調
整
と
準
備
に
多
く
の
時
間
要
す

実
証
運
行
に
向
け
た
試
算
は

部
長
　こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
き
た
通
り

試
算
を
示
す
明
確
な
期
限
は

部
長
　試
算
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん

実
質
的
な
意
図
の
確
認

部
長
　プ
ロ
セ
ス
を
積
み
重
ね
て
い
る

け
る
こ
と
に
な
る
。
今
か
ら
で
も
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
令
和
８
年
４
月

よ
り
実
証
運
行
計
画
を
目
指
す
試
算
ぐ
ら

い
は
、
公
約
と
し
て
取
り
か
か
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
。

（
町
長
）
町
の
考
え
は
、
こ
れ
ま

で
申
し
上
げ
て
き
た
通
り
で
す
。

A

Q
試
算
も
し
な
い
、
実
証
実
験
も
し
な

い
、
契
約
満
了
前
に
廃
止
す
る
こ
と

も
な
い
、
バ
ス
事
業
の
巡
回
方
式
を
継
続
す

る
こ
と
も
な
い
、
と
明
言
さ
れ
た
が
、
で
あ

る
な
ら
ば
、
町
長
の
公
約
に
反
す
る
年
間
３

５
０
０
万
円
が
就
任
後
、
契
約
満
了
ま
で
の

約
３
年
で
１
億
円
以
上
を
何
も
せ
ず
払
い
続

一般質問一般質問

三宅 祐司 議員
みやけ ゆうじゆうじ

私
は
、
こ
れ
ま
で
再
三
に
わ
た
り
巡
回
バ
ス

の
将
来
方
針
に
つ
い
て
質
問
を
重
ね
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
検
討
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な

い
現
状
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。

巡
回
バ
ス
の
廃
止
か
、
継
続（
改
善･

改
革
）

か
を
判
断
す
る
に
は
、
客
観
的
な
根
拠
と

な
る
数
値
的
な
試
算
が
不
可
欠
で
す
。
し

か
し
町
長
就
任
か
ら
１
年
半
が
経
過
し
た

現
在
も
、
そ
う
し
た
財
務
的
・
法
的
分
析

が
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
合
理

的
な
判
断
の
根
拠
を
欠
い
た
ま
ま
、
結
論

だ
け
が
先
行
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

（
総
合
政
策
部
長
）
補
償
な
ど
の

試
算
は
行
って
い
ま
せ
ん
。
継
続
、

現
行
の
バ
ス
に
つ
い
て
は
事
業
実
施
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
に
な
さ
れ
ず
に
始

ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
お
り
契
約
満

了
後
に
お
い
て
現
行
の
巡
回
方
式
を
継

続
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
プ
ロ
セ
ス
を

十
分
に
検
証
し
な
い
ま
ま
、
新
た

な
運
行
形
態
を
行
う
こ
と
は
再
び
ミ
ス

マッ
チ
を
生
じ
さ
せ
、
住
民
や
運
行
事
業

者
な
ど
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね

A

（
総
合
政
策
部
長
）
実
証
実
験
を

行
う
た
め
に
は
、
厳
し
い
財
政
状

況
、
運
行
シ
ス
テ
ム
、
関
係
機
関
と
の

調
整
や
承
認
、
住
民
周
知
な
ど
多
岐
に

わ
た
る
調
整
と
準
備
に
多
く
の
時
間
を

要
し
ま
す
。
ま
た
実
証
実
験
の
実
施
期

間
の
運
行
停
止
、
短
期
間
の
実
験
後
に

運
行
を
戻
す
こ
と
が
公
共
交
通
へ
の
信

頼
を
失
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

A
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ぎ
な
ん
カ
ラ
オ
ケ
大
会
実
施
を

部
長
　人
員
や
経
費
の
面
で
課
題
あ
り

羽栗グラウンドの様子

首長の責務とは如何に

冠水した道路

た
の
し
い
ま
ち
に

公
共
交
通
ど
う
し
て
い
く
か

災
害
対
応
を

羽
栗
グ
ラ
ウ
ン
ド
使
い
や
す
く

ご
み
有
料
化
に
つ
い
て

（
総
合
政
策
部
長
）
多
文
化
共
生

の
観
点
か
ら
、
本
町
の
「
提
案
型

協
働
事
業
補
助
金
」
の
活
用
を
検
討
い

た
だ
き
、
審
査
・
採
択
で
あ
れ
ば
町
が

支
援
し
ま
す
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
現
時
点
で
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
バ
ス
の
次
年
度
運
行
に

つ
い
て
は
今
後
の
予
算
編
成
の
過
程
で
検

討
し
、
契
約
満
了
を
待
た
ず
廃
止
は
想

定
し
て
い
ま
せ
ん
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
令
和
７
年
度

第
２
回
岐
南
町
公
共
交
通
会
議
・

岐
南
町
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

に
お
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
報
告
に
つ
い

て
諮
り
示
し
ま
す
。

A Q
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
廃
止
す
る
の

か
、岐
南
町
公
共
交
通
ワ
ー
ク
シ
ョッ

プ
を
行
う
な
ど
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
に
さ

れ
る
の
か
。

Q
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
の
今
後
の

運
用
は
ど
の
よ
う
か
。

Q
利
用
者
か
ら
雑
草
が
多
く
競
技
が

や
り
に
く
い
、
野
球
の
１
・
２
塁
間

（
総
合
政
策
部
長
）
カ
ラ
オ
ケ
大

会
の
開
催
は
、
町
民
同
士
の
交

流
や
世
代
を
超
え
た
親
睦
を
深
め
る
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
が
、
人
員
の
確
保

や
経
費
の
面
で
課
題
が
あ
る
た
め
、
実

施
の
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A Q
ぎ
な
ん
フ
ェ
ス
タ
で
岐
南
カ
ラ
オ
ケ

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
決
め
る
大
会
を
さ

れ
て
は
ど
う
か
。

Q
外
国
籍
の
在
住
者
も
増
加
傾
向
で
、

国
際
交
流
を
兼
ね
た
大
会
を
さ
れ
て

は
ど
う
か
。

（
住
民
部
長
）
岐
南
町
羽
栗
社
会

体
育
施
設（
通
称
・
羽
栗
グ
ラ
ウ

ン
ド
）に
お
い
て
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
な
ど

草
刈
を
年
５
回
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
周
囲
の

草
刈
を
年
３
回
、
専
門
業
者
に
て
維
持

管
理
、
草
刈
は
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で

適
切
な
時
期
に
行
って
い
ま
す
。

A
（
住
民
部
長
）
本
施
設
は
「
地
域

住
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
及
び

健
康
増
進
並
び
に
体
育
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
そ
の
他
の
行
事
に
供
す
る
」
こ
と

を
目
的
と
し
、
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
な
ど
ス

ポ
ー
ツ
利
用
ほ
か
長
期
間
災
害
廃
棄
物

の
仮
置
場
候
補
地
、
ま
た
雨
水
貯
留
施

設
の
役
割
が
あ
り
、
新
た
な
運
用
方
針

は
決
ま
って
い
ま
せ
ん
。

A は
バ
ウ
ン
ド
が
変
わ
る
、
ま
た
走
塁
時
に
足

が
引
っ
か
か
る
な
ど
ケ
ガ
の
要
因
に
も
な
る

の
で
、
き
ち
ん
と
除
草
を
す
べ
き
で
は
。

Q
町
内
に
あ
る
貴
重
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

あ
る
の
で
、
活
用
で
き
る
よ
う
今
後

の
運
用
方
針
は
ど
の
よ
う
か
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
排
水
路
の
機

能
確
保
は
重
要
で
、
自
治
会
の

要
望
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
予
算
に

限
り
が
あ
り
全
て
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

A Q
本
年
７
月
17
日
の
大
雨
時
に
岐
南
中

学
校
近
辺
に
お
い
て
道
路
冠
水
な
ど

あ
り
、
排
水
路
の
除
草
や
土
砂
の
除
去
な

ど
常
日
頃
か
ら
き
れ
い
に
し
て
お
く
べ
き
で

は
。

（
基
盤
整
備
部
長
）「
防
災
道
の

駅
」
は
都
道
府
県
の
地
域
防
災

計
画
な
ど
の
要
件
を
満
た
す
な
ど
あ
り
、

極
め
て
困
難
で
す
。

A Q
大
野
町
の
「
パ
レ
ッ
ト
ピ
ア
お
お
の
」

の
よ
う
な
平
常
時
は
に
ぎ
わ
い
の
拠

点
、
非
常
時
は
防
災
の
拠
点
と
な
る
「
防

災
道
の
駅
」
を
例
え
ば
円
城
寺
厩
舎
跡
地

に
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

松原 浩二 議員
まつばら こうじ

Q
住
民
に
、
時
間
・
労
力
・
費
用
を

負
担
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
町
長
が
出

席
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
大
事
。

町
長
と
し
て
の
姿
勢
に
問
題
が
あ
る
と
思

う
。
再
度
、
町
長
が
い
な
か
っ
た
理
由
を
問

う
。Q

朝
礼
の
実
施
を
令
和
３
年
３
月
１
日

か
ら
と
し
た
の
は
、
誤
り
で
は
な
い

か
。
詳
細
な
調
査
を
し
た
上
で
の
、
朝
礼

開
始
日
を
問
う
。

Q
命
令
で
な
く
、
指
示
を
し
た
。
反
対

す
る
職
員
は
い
な
か
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。
令
和
３
年
で
は
絶
対
な
い
。
令
和
４

年
の
誤
り
で
は
な
い
か
。

の
部
長
会
議
に
お
い
て
、
部
長
全
員
に

向
け
、
朝
礼
は
８
時
25
分
か
ら
必
ず
行

う
よ
う
命
令
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
の
課

長
会
議
で
職
員
に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
翌
週
の
３
月
１
日
の
月
曜
日
か
ら

朝
礼
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

役
場
の
職
場
環
境
が
疑
心
暗
鬼
に

部
長
　そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
い

説
明
会
に
町
長
が
い
な
か
っ
た

町
長
　担
当
が
丁
寧
に
説
明
し
た

朝
礼
５
分
の
件
と

　
　
　  

庁
舎
内
の
現
状

Q
新
体
制
に
な
り
、
役
場
の
職
場
環
境

が
「
壁
に
耳
あ
り
障
子
に
目
あ
り
」

に
な
っ
て
い
な
い
か
。
そ
う
し
た
声
が
私
の

と
こ
ろ
に
届
い
て
い
る
。
何
を
し
ゃ
べ
っ
て

も
、
何
か
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
役
場

の
中
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

一般質問一般質問

小島 英雄 議員
こじま ひでおひでお

三
校
区
で
開
催
さ
れ
た
住
民
説
明
会
。
ご

み
処
理
有
料
化
の
問
題
は
、
住
民
に
と
っ
て

重
大
で
大
切
な
こ
と
。
住
民
に
負
担
を
強

い
る
説
明
会
に
町
の
ト
ッ
プ
が
出
席
せ
ず
、

住
民
に
不
満
が
あ
り
ま
し
た
。

（
町
長
）
私
の
判
断
は
先
に
述
べ

た
通
り
で
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
か

ら
の
ご
意
見
を
尊
重
し
、
制
度
の
円
滑

な
運
用
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。 A

Q
ご
み
有
料
化
住
民
説
明
会
に
、
町

長
が
い
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

（
町
長
）
説
明
会
に
誰
が
出
席
し

た
か
で
は
な
く
、
正
確
に
、
責
任

を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

の
で
、
制
度
や
運
用
の
細
部
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
担
当
部
局
を
選
び
ま
し
た
。

A

（
総
務
部
長
）
手
当
の
支
給
開
始

日
に
誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
町

長
が
、
令
和
３
年
２
月
26
日
の
金
曜
日

A

（
総
務
部
長
）こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

令
和
３
年
２
月
26
日
に
あ
っ
た
部

長
会
議
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き

を
踏
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
お
示
し
で
き

ま
す
。

A
（
町
長
）
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
就
任
以
来
、

対
話
と
信
頼
の
職
場
づ
く
り
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
全
職
員
と
の
面
談
、
総
務

人
事
課
の
設
置
、
職
員
研
修
の
見
直
し

な
ど
、
環
境
改
善
・
意
識
改
革
に
注
力

し
て
い
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
に
行
動
と

成
果
で
評
価
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
町

政
を
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

A

Q
当
時
の
福
祉
部
長
に
対
し
て
、
退
職

の
強
要
、
実
質
的
な
解
雇
と
同
じ
こ

と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

退
職
の
強
要
が
あ
っ
た
の
で
は

部
長
　適
正
な
行
政
手
続
き
が
行
わ
れ
た

職
員
の
処
分
に
つ
い
て

（
総
務
部
長
）
退
職
し
た
職
員
が
、

公
平
委
員
会
に
、
依
願
退
職
の

取
り
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
を
行
い
、

こ
の
審
査
請
求
は
却
下
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
は
、
町
の
一
連
の
対
応
が
、

法
令
に
基
づ
く
適
正
な
行
政
手
続
き
で

あ
っ
た
と
、
客
観
的
に
判
断
さ
れ
た
も
の

と
認
識
し
て
い
ま
す
。
公
の
場
で
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
発
言
は
、
個
人
の
名

誉
、
今
後
の
生
活
、
心
情
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
個
々
の
経
緯
に
つ
い
て
の
答
弁
は
、

差
し
控
え
ま
す
。

A
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利
便
性
の
向
上
を
求
む

部
長
　コ
ミ
タ
ク
に
つ
い
て
は
調
査
検
討

平島【見通しが悪く、道路に高低差有】

コ
ミ
バ
ス
・
コ
ミ
タ
ク

に
よ
る
交
通
弱
者
対
策

高
齢
者
の
生
活
環
境
改
善
策

部
長
　健
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
啓
発

人
と
動
物
が

共
生
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

今
後
の
各
有
料
化
事
業
に

　
　
　
　向
け
た
取
り
組
み

住
み
良
い
生
活
環
境

　
　
　づ
く
り
に
向
け
て

（
総
合
政
策
部
長
）
公
共
交
通

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
に
お
い
て
現
行
の

コ
ミ
タ
ク
の
予
約
方
法
や
１
時
間
に
１
便

の
運
行
時
間
な
ど
利
便
性
向
上
に
つ
い
て

運
行
方
法
の
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

な
ど
を
調
査
し
ま
す
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
廃
止
を
前
提

と
し
た
バ
ス
車
両
の
活
用
に
つ
い

て
、
現
時
点
で
検
討
し
て
い
ま
せ
ん
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
運
行
時
間
の

見
直
し
を
含
め
、
調
査
検
討
し

ま
す
。
A Q

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
や
め
た
場
合

の
利
用
方
法
で
、
例
え
ば
、
朝
夕
は

保
育
園
バ
ス
と
し
て
、
昼
間
は
ス
ポ
ー
ツ
ジ

ム
の
プ
ー
ル
へ
送
迎
を
す
れ
ば
、
保
護
者
救

済
に
も
な
る
の
で
考
え
て
は
。

Q
病
院
に
行
く
場
合
、
夜
遅
く
な
る
こ

と
も
あ
る
の
で
、
19
時
ま
で
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
は
。

町
長
の
公
約
の
と
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
を
問
い
ま
す
。

Q
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
な
く
な
る
と
、

交
通
弱
者
と
い
わ
れ
る
方
々
の
中
に

は
お
困
り
に
な
る
方
が
必
ず
出
て
く
る
が
、

そ
の
課
題
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
タ
ク

シ
ー
の
拡
充
は
必
要
で
、
増
便
や
運
行
時

間
の
延
長
・
ド
ア
ツ
ー
ド
ア
の
検
討
、
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
予
約
方
法
な
ど
の

改
善
策
は
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
餌
や
り
の
苦

情
が
入
っ
た
場
合
は
、
現
場
に
出

向
い
て
苦
情
の
内
容
を
確
認
し
、
餌
を

与
え
て
い
る
者
が
特
定
で
き
る
場
合
に
は

直
ち
に
注
意
を
行
い
、
岐
阜
保
健
所
と

連
携
の
う
え
、
適
切
な
指
導
を
実
施
し

ま
す
。

A Q
飼
い
主
不
明
な
猫
の
苦
情
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
進
め

て
い
る
の
か
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
他
市
町
村
の

動
向
や
条
例
の
状
況
を
調
査
研

究
し
、
町
に
適
切
な
制
度
設
計
を
検
討

し
ま
す
。

A Q
岐
阜
市
で
は
飼
い
主
不
明
な
猫
不
妊

手
術
費
補
助
金
交
付
事
業
を
行
う

こ
と
で
糞
尿
被
害
や
ご
み
荒
ら
し
な
ど
の
ご

近
所
ト
ラ
ブ
ル
だ
け
で
な
く
、
学
校
の
砂
場

で
猫
の
糞
に
よ
る
雑
菌
・
ノ
ミ
・
寄
生
虫
を

減
ら
す
こ
と
で
衛
生
的
な
こ
と
も
考
え
て
お

り
、
町
に
生
息
す
る
猫
の
不
妊
去
勢
手
術

の
補
助
金
を
支
給
す
べ
き
で
は
。

Q
高
齢
者
と
ペ
ッ
ト
の
場
合
、
急
な
入

院
、
入
所
も
あ
る
が
、
急
に
足
腰

が
弱
く
な
っ
た
り
、
認
知
症
が
進
み
、
在
宅

で
今
ま
で
の
よ
う
な
清
潔
な
生
活
が
送
れ
な

く
な
り
、
糞
尿
や
ノ
ミ
が
散
乱
し
て
い
る
家

も
あ
り
得
る
の
で
、
高
齢
者
見
守
り
事
業
の

一環
と
し
て
、
対
象
者
へ
の
定
期
的
な
訪
問

時
、
訪
問
診
療
や
介
護
認
定
、
短
期
入
院
、

入
院
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
意
識
付
け
を
す
る

だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
マ
ネ
な
ど
か
か
わ
り
の

あ
る
人
を
集
め
て
講
習
会
・
説
明
会
を
開

き
、
チ
ラ
シ
な
ど
定
期
的
に
啓
発
す
る
こ
と

で
、
ペ
ッ
ト
も
高
齢
者
も
健
康
で
健
や
か
に

歩
め
る
よ
う
に
導
く
べ
き
で
は
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
ケ
ア
マ
ネ
・

高
齢
者
や
そ
の
家
族
な
ど
を
対

象
と
し
た
勉
強
会
・
講
習
会
・
説
明
会

お
よ
び
啓
発
の
実
施
を
進
め
ま
す
。

A

渡邉 憲司 議員
わたなべ けんじ

Q
自
己
搬
入
な
ど
、
た
だ
単
に
従
来
の

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
る
の
で

は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
自
己
搬
入
・
手
数

料
負
担
で
得
た
収
入
の
使
い
道
は
。

Q
手
数
料
収
入
は
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
削

減
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
低
下
し
た
部
分
に
全
て
充
当
す
べ
き
で
は

な
い
か
。
処
理
費
用
は
一
時
的
な
増
加
は

あ
っ
て
も
今
後
は
減
少
す
る
見
込
み
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
通
り
町
税
で
の
処
理
で
よ
い

と
考
え
る
が
。

Q
死
亡
事
故
が
発
生
し
て
か
ら
で
は
遅

い
。
多
発
地
域
の
対
応
状
況
は
。

低
下
抑
制
に
全
額
充
当
す
べ
き

部
長
　一部
は
財
源
と
し
て
充
当
す
る

一般質問一般質問

松本 暁大 議員
まつもと あきひろあきひろ

（
基
盤
整
備
部
長
））
手
数
料
収

入
は
１
億
２
千
万
円
を
見
込
み
、

こ
れ
ら
は
ご
み
集
積
場
の
維
持
管
理
や

困
難
者
に
対
す
る
支
援
に
活
用
す
る
ほ

か
、
施
設
更
新
費
用
に
充
て
る
な
ど
の

目
的
に
基
金
積
立
を
し
ま
す
。

一
例
と
し
て
、
維
持
管
理
に
お
い
て
は
管

理
す
る
自
治
会
に
協
力
金
を
支
払
う
こ

と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

A

Q
事
業
の
課
題
や
懸
念
事
項
に
つ
い

て
、
事
業
開
始
ま
で
に
内
容
修
正
や

改
善
さ
れ
る
点
は
あ
る
の
か
。

Q
処
理
費
用
は
ど
う
変
化
す
る
の
か
。

分
か
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
は
事
業

の
理
解
を
深
め
ら
れ
な
い
が
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
最
終
収
集
日

に
は
全
て
の
収
集
に
職
員
が
立
ち

合
い
ま
し
た
。
直
接
ご
意
見
を
伺
う
機

会
で
も
あ
り
、
対
話
の
中
で
の
ご
意
見

も
踏
ま
え
、
ご
理
解
を
深
め
ま
す
。

A
（
基
盤
整
備
部
長
）
令
和
７
年
度

は
８
億
１
千
万
、
８
年
度
は
変
更

年
度
と
い
う
こ
と
も
あ
り
一
時
的
に
増

加
し
ま
す
が
、
９
年
度
以
降
は
８
億
１

千
万
円
と
な
り
ま
す
。

A

（
基
盤
整
備
部
長
）
事
業
は
単
に

費
用
回
収
を
目
的
と
す
る
も
の
で

な
く
、
抱
え
る
諸
課
題
を
解
消
す
る
た

め
で
す
。
た
だ
、
処
理
費
用
は
年
々
増

加
し
て
お
り
、
全
て
を
町
税
で
賄
っ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
財
源

と
し
て
充
当
し
ま
す
。

A

（
基
盤
整
備
部
長
）
危
険
個
所
は

公
式
H
P
上
に
「
岐
南
町
ヒ
ヤ
リ

ハッ
ト
マッ
プ
」
で
５
つ
の
交
差
点
を
挙
げ

て
い
ま
す
。カ
ラ
ー
舗
装
、区
画
線
修
繕
、

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
・
赤
色
灯
の
設
置
な
ど
、

事
故
防
止
の
対
策
・
対
応
を
お
こ
な
って

い
ま
す
。

平
島
５
丁
目
地
内
の
「
平
島
中
排
通
り

交
差
点
」
に
つ
い
て
は
、
町
が
警
察
・
県

と
の
合
同
現
場
点
検
を
主
導
し
対
策
協

議
し
た
結
果
、
大
幅
な
交
差
点
改
良
が

必
要
と
結
論
付
け
、
大
幅
な
改
良
工
事

の
年
内
の
工
事
着
工
に
向
け
手
続
き
を

進
め
て
い
ま
す
。

A

Q
騒
音
や
樹
木
の
は
み
出
し
な
ど
、
住

民
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
て
は
既
存

の
条
例
に
具
体
性
を
も
っ
て
明
記
す
る
、
新

た
に
独
自
の
条
例
や
規
則
の
整
備
、
罰
則

規
定
ま
で
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

が
。

世
代
間
の
常
識
、
考
え
方
の
乖
離
は
こ
れ
か

ら
増
々
広
が
る
。
過
去
の
よ
う
な
地
域
性

や
人
間
関
係
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
分

か
り
や
す
く
、
法
の
整
備
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
は
欠
か
せ
な
い
。

法
整
備
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

部
長
　行
政
は
民
事
不
介
入
が
原
則

（
基
盤
整
備
部
長
）
独
自
の
ル
ー

ル
を
設
け
る
こ
と
は
有
効
な
取
り

組
み
で
す
が
、
行
政
は
民
事
不
介
入
が

原
則
で
あ
り
、
権
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

AQ
民
事
不
介
入
は
理
解
す
る
が
、
結

果
的
に
失
わ
れ
る
生
活
環
境
は
ど
う

担
保
す
る
の
か
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
上
位
法
に
従

わ
ざ
る
を
得
な
い
点
は
あ
り
ま
す

が
、
法
令
の
定
め
る
権
限
を
適
切
に
行

使
す
る
こ
と
で
悪
化
を
抑
止
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

A
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町
の
目
標
管
理
は
適
切
か

部
長
　審
議
会
で
の
評
価
を
受
け
て
い
る

健
康
診
断
の
受
診
率
は

部
長
　若
い
方
の
受
診
率
は
低
い

岐
南
町
地
方
創
生
総
合
戦
略

（
第
３
期
）を
含
め
た
行
政
の

目
標
達
成
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

治
水
計
画
の
展
望
は

部
長
　境
川
を
特
定
都
市
河
川
の
指
定
へ

岐
南
町
の
総
合
的
な

治
水
対
策
に
つ
い
て

予
防
医
療
の
推
進
に
つ
い
て

デ
ジ
タ
ル
端
末
で
心
の
悩
み
を

災
害
時
の
避
難
所
の

　
　
　
　  

環
境
の
充
実

（
総
合
政
策
部
長
）
例
え
ば
、
学

童
待
機
児
童
ゼ
ロ（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）は
、

保
護
者
の
就
業
継
続
に
よ
る
収
入
安
定
、

子
育
て
負
担
軽
減
に
よ
る
出
生
率
向
上
、

そ
し
て
子
育
て
世
帯
の
転
出
抑
制
・
定

住
促
進
に
寄
与
し
、Ｋ
Ｇ
Ｉ
で
あ
る
「
人

口
維
持
」
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）
過
去
の
対
策

と
し
て
、
結
婚
・
出
産
支
援
で
は

「
妊
婦
検
診
の
向
上
」
や
「
妊
婦
交
流

事
業
の
充
実
」
を
、育
児
支
援
で
は
「
育

児
講
座
の
拡
充
」
や
「
保
育
・
学
童
の

待
機
児
童
ゼ
ロ
」
な
ど
を
実
施
し
ま
し

た
。
令
和
７
年
度
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
強
化
を
実
施
。
町
の
魅

力
を
分
か
り
や
す
く
発
信
し
、
転
入
を

促
進
し
、
子
育
て
世
代
に
「
住
み
続
け

た
い
ま
ち
」
と
し
て
選
ば
れ
る
よ
う
努
め

ま
す
。

A Q
現
在
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
達
成
が
、
ど
の
よ

う
に
Ｋ
Ｇ
Ｉ
で
あ
る
「
人
口
維
持
」

に
つ
な
が
る
の
か
、
そ
の
論
理
的
な
関
連
性

の
説
明
を
。

Q
「
移
住
定
住
」
の
目
標
達
成
に
対
し

て
岐
南
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
登
録
者

数
は
Ｋ
Ｐ
Ｉ
と
し
て
不
適
切
で
は
な
い
か
。

Q
令
和
５
年
度
未
達
成
事
項
に
お
い

て
、
例
え
ば
「
中
学
生
以
下
の
子
を

持
つ
世
帯
の
転
入
」
に
つ
い
て
、
実
施
し
た

対
策
と
、
実
績
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
現
在
の
取
り
組
み
は
。

Ｋ
Ｇ
Ｉ（
最
終
目
標
）：「
人
口
維
持
」

Ｋ
Ｐ
Ｉ（
中
間
目
標
）：「
保
育
・
学
童
の
待

機
児
童
ゼ
ロ
」「
生
ご
み
堆
肥
化
装
置
の
申

請
件
数
」
な
ど

「
学
童
保
育
の
待
機
児
童
を
ゼ
ロ
に
す
る
」

と
い
っ
た
中
間
目
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
を
達
成
し

て
い
く
こ
と
が
、
最
終
的
な
「
人
口
維
持
」

と
い
う
目
標（
Ｋ
Ｇ
Ｉ
）に
つ
な
が
っ
て
い
く
、

と
い
う
政
策
の
設
計
。Ｋ
Ｐ
Ｉ
設
定
が
、
目

標
達
成
に
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
意
味

の
な
い
努
力
と
な
っ
て
し
ま
う
。

（
総
合
政
策
部
長
）
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
で
生
活
情
報
や
手
続
き
を
提
供

し
、
利
便
性
と
満
足
度
を
高
め
転
出
抑

制
に
つ
な
げ
ま
す
。
登
録
者
数
は
、
定

住
促
進
の
目
標
達
成
に
向
け
た
分
か
り

や
す
い
Ｋ
Ｐ
Ｉ
で
す
。

A
（
総
合
政
策
部
長
）本
年
度
は「
移

住
定
住
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
作
成
と

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
強
化
」
を
実
施
し
ま
す
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
１
月
に
全
戸
配
布
、Ｓ

Ｎ
Ｓ
は
３
月
末
ま
で
に
イ
ン
ス
タ
11
本
・

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
３
本

を
配
信
予
定
。
ア

ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル

両
面
で
子
育
て
世

代
の
転
入
・
定
住

を
促
進
し
ま
す
。

A Q
「
タ
ウ
ン
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
」

の
実
績
お
よ
び
今
後
の
計
画
、
目
標

数
値
は
。

行
政
が
行
う
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
し
て
の
治
水

対
策
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
岐
南
中
学

生
の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
報
告
に
も
あ
っ
た
よ

う
に
民
間
を
巻
き
込
ん
だ
治
水
対
策
を
ど

Q
「
流
域
治
水
」
も
踏
ま
え
た
治
水
対

策
の
町
の
方
針
は
。

の
よ
う
に
町
が
推
進
し
て
い
く
の
か
。
官
民

連
携
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

Q
「
雨
水
貯
留
槽
」「
透
水
性
コ
ン
ク

リ
ー
ト
」
等
の
民
間
を
巻
き
込
ん
だ

取
り
組
み
に
つ
い
て
検
討
の
予
定
は
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
県
へ
「
流
域

治
水
」
の
た
め
、
境
川
の
特
定

都
市
河
川
指
定
を
要
望
し
て
い
ま
す
。

指
定
さ
れ
れ
ば
、
予
算
重
点
化
、
開
発

者
の
貯
留
義
務
、
民
間
補
助
が
可
能
と

な
り
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
ま
す
。

A
（
基
盤
整
備
部
長
）
境
川
の
特
定

都
市
河
川
指
定
後
に
方
向
性
を

検
討
し
ま
す
。
令
和
８
年
度
に
策
定
す

る
雨
水
管
理
総
合
計
画
に
基
づ
き
、
雨

水
幹
線
や
貯
留
施
設
の
整
備
を
軸
に
治

水
対
策
を
進
め
ま
す
。

A

倉内 貴成 議員
くらうち たかなり

若
い
年
代
は
受
診
率
が
低
く
、
逆
に
高

齢
者
は
受
診
率
が
高
い
状
況
と
な
って
い

ま
す
。

Q
健
康
診
断
の
自
己
負
担
金
の
支
払
い

に
電
子
マ
ネ
ー
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い

扱
い
は
で
き
な
い
か
。

Q
RS
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
助
成

制
度
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

Q

 

福
祉
避
難
所
の
受
け
入
れ
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

最
適
な
選
択
を
行
え
る
よ
う
努
め
ま
す
。

一般質問一般質問

小椋 正子 議員
おぐら まさこまさこ

Q

 

健
康
診
断
（
特
定
健
診
）
の
年
代

別
受
診
率
は
。

高
齢
化
社
会
の
中
に
お
い
て
、
よ
り
長
く
健

康
な
生
活
を
送
る
上
で
「
予
防
医
療
の
重

要
性
」
は
増
し
て
い
ま
す
。
健
康
寿
命
を

延
ば
し
、
社
会
保
険
料
の
抑
制
に
つ
な
が
る

予
防
医
療
と
は
、
生
活
習
慣
の
改
善
な
ど

を
通
し
て
病
気
の
発
症
を
予
防
、
健
康
診

断
に
よ
り
「
早
期
発
見
」
し
、
治
療
を
促

し
重
症
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

（
健
康
福
祉
部
長
）
令
和
４
年
度

51・５
％
、令
和
５
年
度
54・７
％
、

令
和
６
年
度
50
・
６
％
と
な
っ
て
お
り
、

A

（
健
康
福
祉
部
長
）
集
団
が
ん
検

診
や
特
定
健
診
39（
サ
ン
キ
ュ
ー
）

健
診
な
ど
の
健
診
ス
タ
ッ
フ
が
施
設
へ
出

向
い
て
行
う
巡
回
健
診
は
、
毎
年
集
団

が
ん
検
診
に
よ
り
委
託
業
者
を
決
定
し
、

実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
委
託
業
者
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
巡
回
健
診
で
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
な
い
た
め
、

現
金
の
み
で
の
対
応
と
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。
町
と
し
て
も
、
DX
推
進
に
全

庁
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で

優
先
順
位
等
を
考
慮
し
、
検
討
し
て
い

ま
す
。

A
（
健
康
福
祉
部
長
）
厚
生
労
働
省

ワ
ク
チ
ン
分
科
会
で
は
、
RS
ウ
イ

ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
化
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
在
は

ま
だ
科
学
的
・
費
用
的
・
制
度
的
な
面

に
お
い
て
準
備
・
検
討
を
進
め
て
い
る
段

階
で
す
。
今
後
の
RS
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

予
防
接
種
を
巡
る
状
況
を
注
視
し
つ
つ
、

先
進
自
治
体
の
実
績
や
公
費
負
担
の
対

象
外
と
な
っ
て
い
る
他
の
疾
病
と
の
整
合

性
を
検
討
し
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た

A

（
基
盤
整
備
部
長
）一
般
の
避
難

所
で
の
生
活
に
困
難
を
抱
え
る
要

配
慮
者
が
安
心
し
て
避
難
生
活
を
送
る

た
め
に
開
設
さ
れ
る
「
二
次
的
な
避
難

所
」
で
す
。
　

一
般
の
避
難
所
に
避
難
し
て
い
る
要
配

慮
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
判
断
基
準
を

参
考
扱
い
に
、
福
祉
避
難
所
な
ど
の
他

の
避
難
先
へ
の
搬
送
が
必
要
な
方
が
い
る

場
合
は
、
町
災
害
対
策
本
部
と
連
携
を

取
り
、
速
や
か
に
対
応
を
検
討
し
ま
す
。

岐
阜
県
福
祉
避
難
所
等
福
祉
用
具
整
備

事
業
費
補
助
金
を
活
用
し
て
、
車
イ
ス
、

歩
行
器
、
歩
行
補
助
杖
、
ポ
ー
タ
ブ
ル

ト
イ
レ
を
購
入
し
て
備
蓄
す
る
予
定
と

な
って
い
ま
す
。

AQ
災
害
避
難
時
、
ペ
ッ
ト
の
対
応
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
ペ
ッ
ト
同
行

避
難
に
対
応
す
る
た
め
、
避
難
所

毎
に
屋
外
に
飼
養
施
設
（
テ
ン
ト
等
）

の
設
置
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
避
難
住

民
の
ア
レ
ル
ギ
ー
等
や
避
難
所
の
衛
生
面

に
考
慮
し
た
対
応
を
考
え
て
い
ま
す
。

A

Q
災
害
時
の
避
難
は
「
ス
フ
ィ
ア
基
準
」

を
活
か
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

か
。

（
基
盤
整
備
部
長
）
岐
阜
県
避
難

所
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
って
、

避
難
所
運
営
マ
ニュ
ア
ル
を
改
定
し
て
お

り
、
感
染
症
対
策
、
生
活
環
境
の
改
善
、

立
地
や
設
備
の
確
保
、
女
性
の
視
点
を

踏
ま
え
た
運
営
な
ど
、
多
面
的
な
要
素

を
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。

AQ
10
月
か
ら
小
中
学
生
のiPad

の
導

入
時
に
心
の
天
気
模
様
を
表
示
で
き

な
い
か
。（

教
育
長
）
10
月
よ
り
導
入
の
第

２
期
の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
に
つ
い
て
は
、「
タ
イ
ピ
ン
グ
ラ
ン
ド
」、

「L-gate

」
と
い
う
学
校
向
け
の
学
習ｅ

ポ
ー
タ
ル
も
導
入
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

「L-gate

」
は
、
来
年
度
９
月
よ
り
県

内
統
一
で
導
入
さ
れ
る
新
し
い
校
務
支

援
シ
ス
テ
ム
の
導
入
時
に
は
、現
在
の「
す

ぐ
ー
る
」
に
よ
る
健
康
観
察
・
欠
席
報

告
に
併
せ
て
心
の
健
康
観
察
も
朝
の
会

の
時
点
で
担
任
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
計

画
し
て
い
ま
す
。

A
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９月７日の町議会議員選挙で当選した新人・元職議員を紹介９月７日の町議会議員選挙で当選した新人・元職議員を紹介

編
集
後
記

60
令和７年１０月議会
１月１日発行

決算特別委員会　Ｐ4 ～ 5
ぎなん議会だよりは

Web上でも検索できます
ぎなん議会だよりは

Web上でも検索できます

ぎなんぎかいだより 検 索

　新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
広

報
特
別
委
員
会
委
員
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
廣
瀬
恵
理
子
で

す
。
16
年
ぶ
り
の
選
挙
に
よ
り
新
し
い
議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。
議
会
は
町
の
未
来
を
つ
く
る
「
議
決
」
の
場
で
す
。
そ
の

一
つ
ひ
と
つ
に
町
民
の
皆
さ
ま
の
想
い
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
丁

寧
に
向
き
合
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
議
会
だ
よ
り
も
、
よ
り
見
や
す

く
・
伝
わ
り
や
す
く
進
化
を
続
け
、
町
民
の
皆
さ
ま
に
「
身
近

に
感
じ
る
議
会
」
を
お
届
け
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

東小学校６年

古藤舞洋さんの
作品です

表紙の題字

ことう まひろ

小島 英雄 議員
（こじま ひでお）

特集

YouTube 岐南町議会
公式チャンネル

YouTube 岐南町議会
公式チャンネル

委
員
長

副
委
員
長

委
員

委
員

委
員 廣

瀬 

恵
理
子

松
本 

暁
大

長
谷
川 

淳

小
椋 

正
子

倉
内 

貴
成

議会広報特別委員

趣味：将棋有段者・散策
特技：様々な国家資格を活かすこと
座右の銘：行雲流水

　今回当選させていただき皆様には感謝しかありません。辞職した後、一
切町政に関わらないと暮らしてきました。しかし、町民有志の方々からの
誘いで決断しました。町民のために頑張ってまいります。

小椋 正子 議員
（おぐら まさこ）

趣味：食べ歩き
特技：特になし
座右の銘：桜梅桃李

　この度、女性の目線で、母親の目線で、貴方の目線でお役に立ちたいと
考え、立候補させていただきました。魅力ある町づくりのため、頑張ってい
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

倉内 貴成 議員
（くらうち たかなり）

趣味：バスケ・サッカー・読書・哲学・文化芸術・子供と遊ぶこと
特技：新たなことに挑戦すること
座右の銘：やらぬ後悔より、やる後悔

　皆様に期待していただいた、「岐南町に本気の政治を」行うべく、
広い視野をもって精一杯取り組んでいきます。３４歳、若輩者ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。
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